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令和元年第３回長与町議会定例会会期日程（案） 

 

◎  会 期  ９月３日（火） ～ ９月２０日（金） １８日間 

 

月 日 曜 時  間 区 分 備       考 

９ 

３ 火 ９：３０ 本会議 

議長報告、行政報告、報告事項 

議案上程（提案理由説明） 

  （全員協議会） 

４ 水 ９：３０ 本会議 

一般質問（５名） 

（午前）吉岡議員 ・八木議員 
    （午後）内村議員 ・安部議員 

金子議員 

５ 木 ９：３０ 本会議 

一般質問（５名） 

（午前）西岡議員 ・堤 議員 

    （午後）浦川議員 ・松林議員 
河野議員 

６ 金 ９：３０ 本会議 

一般質問（２名） 

（午前）安藤議員 ・中村議員 

議案に対する質疑・採決（委員会付託以外の議案） 

議案に対する質疑・付託（委員会付託議案） 

 ７ 土 ― 休 会  

８ 日 ― 休 会  

 ９ 月 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１０ 火 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１１ 水 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１２ 木 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１３ 金 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１４ 土 ― 休 会  

１５ 日 ― 休 会  

１６ 月 ― 休 会  

１７ 火 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１８ 水 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１９ 木 ９：３０ 委員会 付託案件審査予備日、委員長報告取りまとめ 

２０ 金 ９：３０ 本会議 委員長報告・採決（委員会付託議案） 



令和元年第３回長与町議会定例会 

議事日程（第１号） 

 
令和元年 ９月 ３日（火） 

午前 ９時３０分 開 議  

日程 議案番号 件        名 備 考 

１ ― 会議録署名議員の指名 
 

２ ― 会期の決定 
 

３ ― 議長報告 
 

４ ― 行政報告 
 

５ 報告８ 
平成３０年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報

告について 
 

６ 報告９ 変更契約の締結に係る専決処分の報告について  

７ 報告１０ 変更契約の締結に係る専決処分の報告について  

８ ５７ 長与町印鑑条例の一部を改正する条例  

９ ５８ 長与町国民健康保険財政調整基金条例の一部を改正する条例  

１０ ５９ 長与町介護給付費等準備基金条例の一部を改正する条例  

１１ ６０ 長与町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例  

１２ ６１ 
長与町特定教育・保育施設の利用者負担に関する条例の一部を改

正する条例 
 

１３ ６２ 道ノ尾中央公園新設工事請負契約の締結について  

１４ ６３ 令和元年度長与町一般会計補正予算（第２号）  

１５ ６４ 令和元年度長与町駐車場事業特別会計補正予算（第１号）  

１６ ６５ 令和元年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）  

１７ ６６ 令和元年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）  

１８ ６７ 令和元年度長与町介護保険特別会計補正予算（第１号）  



日程 議案番号 件        名 備 考 

１９ ６８ 
令和元年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計補正

予算（第１号） 

 

２０ ６９ 平成３０年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定について 
 

２１ ７０ 
平成３０年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 

２２ ７１ 
平成３０年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

２３ ７２ 
平成３０年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 

２４ ７３ 平成３０年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 
 

２５ ７４ 
平成３０年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 

 

２６ ７５ 平成３０年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定について 
 

２７ ７６ 平成３０年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認定について 
 

  



 

◎一般質問通告一覧（令和元年第３回長与町議会定例会）    令和元年９月 

 

１ １３番 吉 岡  清 彦   議 員 

① 幸福度日本一に向けての職員力あるいは人間力について 

② 公園の有効利用について 

③ 長与町公民館の１階フロアを板張りにせよ について 

２ １番 八 木  亮 三   議 員 

① 公立学校の学校公開週間におけるセキュリティについて 

② 住環境改善のための野良猫対策の本町の方針について 

３ ７番 内 村  博 法   議 員 

① 役場職員の働き方改革について 

② 学校職員の働き方改革について 

４ ６番 安 部    都   議 員 

① 子どもの食の安全性と町の農業環境対策について 

② 高齢者等の健康と安心できるまちづくりについて 

５ ９番 金 子    恵   議 員 

① 持続可能な協働の在り方について 

② 次期町長選への出馬について 

６ １５番 西 岡  克 之   議 員 

① 本町の福祉政策について 

② 本町の産業振興について 

７ １１番 堤    理 志   議 員 

① 歯・口腔機能の維持向上について 

② 学童保育・放課後児童クラブの職員配置基準の一部緩和の対応について 

③ 小・中学生の電子機器（スマートフォン・タブレット端末など）の利用

と対応について 

８ ４番 浦 川  圭 一   議 員 

① 長与町公共施設等総合管理計画で示された整備方針の達成状況につい

て 

② 本町の人口動態について 

９ ２番 松 林    敏   議 員 

① 本町の人口減少対策について 

② 雑草対策について 

１０ １２番 河 野  龍 二   議 員 

① 災害時の課題について 

② 中尾城公園スパイラルスライダーについて 

１１ ８番 安 藤  克 彦   議 員 

① 新図書館の建設について 

② 長与町奨学生及び奨学金返還助成制度について 

１２ ５番 中 村  美 穂   議 員 

① 健康づくりの推進について 

 

 

 

 

 



○議長（山口憲一郎議員） 

皆さんおはようございます。ただいまから令和元年第３回長与町議会定例会を開会い

たします。これから本日の会議を開きます。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１２７条

の規定により、５番中村美穂議員、６番安部都議員を指名いたします。 

日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は本日から９月２０日までの１８日間にしたいと思い

ます。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から９月２０日までの１８日間に決定しました。 

日程第３、議長報告を行います。議長報告でありますが、お手元に配付したとおりで

あります。これで議長報告を終わります。 

次に、請願陳情文書表について申し上げます。請願陳情につきましては、お手元に配

付したとおり陳情２件で参考配付といたしております。 

日程第４、行政報告を行います。行政報告の発言を許します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

改めまして皆さんおはようございます。まず、朝夕は非常に涼しくなってまいったよ

うでございまして、秋の気配も感じられるようになりましたけれども、日中はまだまだ

暑い日が続いております。議員各位におかれましてはくれぐれも健康に御留意され、御

自愛いただきたいと思っております。本町におきましては、町制施行５０周年という記

念すべき年を迎え、各種事業を現在は開催をしているところでございます。さて、先日、

令和元年第３回長与町議会定例会をお願いいたしましたところ、議員各位におかれまし

ては、大変御多用のところ御出席いただき厚く御礼申し上げます。本日から開会をして

いただくわけでございますが、本議会におきましても平成３０年度一般会計を初め各会

計の歳入歳出決算の認定についてなど、多くの議案をお願いいたしております。長期間

になるかと思いますけれども、御審議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

それでは、６月から８月にかけましての行政報告をさせていただきます。お手元に資

料を配付させていただいておりますので、主要な部分だけ御報告をさせていただきます。

まず６月でございます。２日に町民一斉清掃を実施いたしました。町内全域で約１万人

の皆様に御協力をいただき、道路や公園、空き地などの除草や側溝の清掃などでおおよ

そ１０４トンの草木や瓦れき等を回収しております。御協力いただきました町民の皆様

には深く感謝申し上げたいと思っております。３日には長与町防災会議を開催いたしま

した。関係各機関、団体からも御指摘をいただき、今後の本町の防災計画についての御

審議を賜り、今年の防災対策についての協議をさせていただいたところでございます。



近年、集中豪雨や地震による自然災害が全国各地で発生しております。本町でも不測の

事態に備え災害発生時の物資支援協定や応援協定などを１３か所の事業所、市、町と締

結をしているところでございます。４月に入りまして７日に消防団夏季訓練を実施いた

しました。今回の訓練は、来年８月に開催予定の長崎県消防小型ポンプ操法大会の予選

会でございまして、優勝した第８分団が長崎県消防協会西彼杵分会の代表として出場い

たしますので、応援のほどをよろしくお願いを申し上げます。今後とも災害に強いまち

づくりを目指して取り組んでまいりたいと考えております。２９日には、長与町町制施

行５０周年記念事業実行委員会を開催いたしております。これまでに実施した記念事業

について御報告を申し上げるとともに、今後予定しております事業について説明をいた

しまして、御意見を頂戴いたしたところでございます。１行目に掲載しておりますとお

り長与の歴史展を町内３か所で開催をいたしましたほか、さだまさしトーク＆ライブな

どの事業を実施してまいっておるわけでございます。多くの町民の皆様方に御来場いた

だき誠にありがとうございました。８月に入りまして、６日には高田南土地区画整理事

業及び都市計画道路西高田線の整備促進につきまして、国土交通省等への要望を行って

おります。９日の長崎原爆の日には、原爆犠牲者の慰霊と恒久平和を願うために本町に

おきましては、例年実施をしております原爆受難者慰霊祭と平和のつどいを執り行って

おります。１８日には長与川まつりを開催いたしました。午前中には川の恵みへの感謝

と町民の安全と繁栄を祈願する神事を執り行い、その後、自治会や関係団体、地元企業

の御協力により、長与川の清掃活動を実施いたしました。夕方からは、町内外から多く

の皆様に御来場いただきステージイベントや夜店、打ち上げ花火など夏の夜のひととき

を楽しく過ごしていただいたところでございます。この日は多くの方々に御協力を賜り

心より感謝申し上げる次第でございます。その他行政報告には載せておりませんけれど

も、高田郷にお住まいで株式会社チョープロに所属されております水本圭治選手はカヌ

ースプリント男子カヤックフォアにおきまして、２０２０年東京オリンピックの日本代

表に決まりました。この水本選手の活躍は本町にとりまして誠に誇らしく喜ばしい限り

でございまして、オリンピックでの活躍に期待するところでございます。また、先月ま

で開催されておりました全国高等学校総合体育大会におきまして、県立長崎北陽台高等

学校登山部の男子が優勝、女子が準優勝という嬉しい報告をいただきました。今後とも

若い力の活躍に期待するところでございます。その他お手元に御配付のとおり多くの会

議、事業等があっております。次に載せております５,０００万円未満の入札結果と合

わせて御参照いただければと存じます。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

以上で行政報告を終わります。 

日程第５、報告８、平成３０年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報

告についての発言を許します。 

吉田町長。 



○町長（吉田愼一君） 

報告８につきましては所管より報告をさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（山口憲一郎議員） 

久保平企画財政部長。 

○企画財政部長（久保平敏弘君） 

皆様おはようございます。それでは御報告申し上げます。報告８、平成３０年度決算

に基づく健全化判断比率及び資金不足比率につきまして、地方公共団体の財政の健全化

に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、監査委員の意見を付けて

報告いたします。１、健全化判断比率において、実質赤字比率と連結実質赤字比率では

比率が算出されず、実質公債費比率が７.２％、将来負担比率が１４.７％という結果で

ございました。いずれも早期健全化基準及び財政再生基準を下回っております。また、

２、資金不足比率では、水道事業会計、下水道事業会計及び長崎都市計画事業長与町土

地区画整理事業特別会計の３つの会計で、いずれも実質赤字に相当する資金の不足額が

なく、資金不足比率は算出されておりません。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第６、報告９、変更契約の締結に係る専決処分の報告について。日程第７、報告

１０、変更契約の締結に係る専決処分の報告についての発言を同時に許します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは報告９と報告１０につきましては、所管より報告をさせていただきます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

森川教育次長。 

○教育次長（森川寛子君） 

皆様おはようございます。それでは報告９、変更契約の締結に係る専決処分につきま

して報告をいたします。本報告は、平成３１年３月の第１回定例会におきまして議決い

ただきました長与町立小学校空調設備設置工事（１）請負契約につきまして、当初の請

負金額１億４,４３７万４,４００円に３１６万８０円増額し、請負金額を１億４,７５

３万４,４８０円として変更契約の締結を行うため地方自治法第１８０条第１項の規定

により、令和元年７月１８日に専決処分を行いましたので、同条第２項及び町長の専決

処分事項の指定に関する条例第３条の規定により報告するものでございます。今回の変

更概要といたしましては、長与小学校における配管ルートの変更により数量が増加した

ため請負工事費に変更が生じたものでございます。 

続きまして、報告１０、変更契約の締結に係る専決処分につきまして御報告いたしま

す。本報告は、平成３１年３月第１回定例会におきまして議決いただきました長与町立

小学校空調設備設置工事（２）請負契約につきまして、当初の請負金額１億３,６５８



万２,２００円から４６万９,８００円減額し、請負金額を１億３,６１１万２,４００円

として変更契約の締結を行うため、地方自治法第１８０条第１項の規定により、令和元

年７月２２日に専決処分を行いましたので、同条第２項及び町長の専決処分事項の指定

に関する条例第３条の規定により報告するものでございます。今回の変更概要といたし

ましては、洗切小学校における天井既存照明配線の変更と煙感知器の移設に伴う追加工

事、高田小学校における外部足場数量の減、長与北小学校における天井既存照明配線の

変更に伴い請負工事費に変更が生じたものであります。以上で報告を終わります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第８、議案第５７号長与町印鑑条例の一部を改正する条例から日程第１２、議案

第６１号長与町特定教育・保育施設の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例ま

での５件を一括議題といたします。 

ただいま一括議題としています議案について、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

ただいま一括提案となりました議案第５７号から第６１号につきまして提案理由を申

し上げます。初めに、議案第５７号長与町印鑑条例の一部を改正する条例につきまして、

本議案は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行により、住民票、個人

番号カードへの旧氏の併記が可能となることに伴う印鑑登録事務処理要領の一部改正に

基づき、印鑑の登録事項及び印鑑登録証明書への旧氏の併記を可能とするため、所要の

改正を行うものでございます。第２条につきましては字句の修正により整理するもので

ございます。第４条、第６条及び第１１条につきましては、印鑑登録事項等へ旧氏の併

記を可能とするため追記と一部字句の修正により、規定を整理するものでございます。

第１２条につきましては、字句の修正を行うものでございます。附則につきましては、

本条例の施行日を令和元年１１月５日からとしております。 

続きまして、議案第５８号長与町国民健康保険財政調整基金条例の一部を改正する条

例につきまして、本議案は、国民健康保険法等の改正により、国民健康保険の財政運営

の主体が都道府県になったことから基金の積立て及び処分に関する取扱いについて所要

の改正を行うものでございます。第１条は設置に関する規定でございますが、国民健康

保険の都道府県単位化に伴い、これまでの保険給付費から県への事業費納付金となった

ことから「医療費増額に伴う」の文言を削除しております。第２条は積み立てに関する

規定でございますが、財政運営の主体が都道府県になったことから、年度間での財政調

整が必要となるため「毎年度及び歳計余剰金の１００分の５に相当する金額以上とす

る。」という規定を「国民健康保険特別会計歳入歳出予算に定める」に改め、同条第２

項を削除しております。第３条第２項は、将来的に債権や株式等の運用を行う際の根拠

となりますので新設しております。第４条は見出しを改め、条文の字句を修正しており

ます。第６条は、第１条の基金設置の目的に則り改正しておるところであります。附則



につきましては、本条例の施行日を公布の日からとしておるところでございます。 

続きまして、議案第５９号長与町介護給付費等準備基金条例の一部を改正する条例に

つきまして、本議案は、市町村の自立支援、重度化防止等の取組を支援するために保険

者機能強化推進交付金が創設されたことを受け、基金の積み立て及び処分に関する規定

について所要の改正を行うものであります。主な改正の内容としましては、基金を積み

立てる額として第２条を改め、処分として第６条を改めるものでございます。特に処分

につきましては、介護給付及び予防給付の他に自立支援、重度化防止等の取組を支援す

るために、地域支援事業及び保健福祉事業を明確化し、地域包括ケアシステムの強化の

ための介護保険事業を推進するものであります。附則につきましては、本条例の施行日

を公布の日からとしております。 

続きまして、議案第６０号長与町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条

例につきまして、本議案は、長与町福祉医療費の支給に関する条例第２条第３項に規定

する子どもの福祉医療費の支給方法に関して、償還払いから現物給付方式へ移行するも

のでございます。附則につきましては、本条例の施行日を令和２年４月１日からとして

おるところでございます。 

続きまして、議案第６１号長与町特定教育・保育施設の利用者負担に関する条例の一

部を改正する条例につきまして、本議案は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法

律の施行に伴い、従来の子どものための教育、保育給付の認定と改正後に新設される子

育てのための施設等利用給付の認定とを区別するため用語の改正を行うものでございま

す。附則につきましては、本条例の施行日を令和元年１０月１日からとしております。 

以上が議案第５７号から６１号までの提案理由でございます。 

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第１３、議案第６２号道ノ尾中央公園新設工事請負契約の締結についてを議題と

します。ただいま議題としています議案について、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、議案第６２号道ノ尾中央公園新設工事請負契約の締結につきまして、提案

理由を申し上げます。今回の入札につきましては、長与町建設工事執行規則に基づき１

６社を指名し、８月６日に入札会を実施いたしました。その結果、株式会社ウヱノが９,

１１６万８,０００円で落札いたしましたので、工事請負契約を締結いたしたく、地方

自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分

に関する条例第２条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。工事の

概要といたしましては、高田南土地区画整理事業区域内において、面積約３,７００平

方メートルの公園を新設するもので、敷地造成及び園路、広場、遊戯施設等の整備を行

うものでございます。今回落札いたしました株式会社ウヱノの資本金は２,０００万円



となっております。工期につきましては令和２年３月１３日までを予定しております。

なお、別紙参考図面といたしまして平面図を添付しておりますので、御参照いただきた

いと存じます。以上が本議案の主な内容でございます。 

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第１４、議案第６３号令和元年度長与町一般会計補正予算（第２号）から日程第

１９、議案第６８号令和元年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計補正

予算（第１号）までの６件を一括議題とします。 

ただいま一括議題としています議案について提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

ただいま一括提案となりました議案第６３号から第６８号につきまして、提案理由を

申し上げます。初めに、議案第６３号令和元年度長与町一般会計補正予算（第２号）に

つきまして、予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、歳入歳出それぞれ１

億３,０１０万２,０００円を追加いたしまして、補正後の総額を１２９億４,６８７万

４,０００円とするものでございます。補正の主な内容につきまして、２ページからの

第１表歳入歳出予算補正により御説明を申し上げます。歳入の１款町税では、今年度１

０月１日から自動車取得税が廃止されることに伴い、新たに導入される環境性能割を計

上いたしました。８款地方特例交付金では、幼児教育・保育の無償化に係る子ども・子

育て支援臨時交付金を計上。９款地方交付税では、令和元年度普通交付税確定に伴う予

算未計上分を計上いたしました。１１款分担金及び負担金では、公民館等改修工事に係

る負担金を計上。１３款国庫支出金では、低所得者保険料軽減負担金及び子育てのため

の施設等利用給付交付金等を計上いたしました。１４款県支出金では、低所得者保険料

軽減負担金、旧幼稚園就園奨励費相当分補助金及び人・農地プラン支援事業補助金を計

上。１７款繰入金では、１項特別会計繰入金において前年度決算額確定による駐車場事

業特別会計及び後期高齢者医療特別会計からの繰入金を計上。２項基金繰入金では、財

政調整基金への繰り戻しを行っております。２０款町債では、発行可能額が決定した臨

時財政対策債の増額及び小学校施設整備事業充当起債を追加計上いたしております。 

続いて３ページの歳出の主なものを御説明いたします。２款総務費では、ふれあいセ

ンターの屋上雨漏りに係る修繕費を計上。３款民生費では、福祉医療費助成事業におけ

る現物給付化に係る準備経費及び１０月１日より実施予定の幼児教育・保育の無償化に

係る事業費等を計上。また、介護保険特別会計繰出金を増額計上いたしました。５款労

働費では、勤労青少年ホーム外壁改修工事に係る設計監理委託料及び工事費を計上。６

款農林水産業費では、人・農地プラン地図作成業務委託料を計上。８款土木費では、長

与町土地区画整理事業特別会計繰出金を増額計上いたしました。９款消防費では、ニュ

ータウン防災センターの修繕料を計上。１０款教育費では、長与北小学校校舎外壁改修



工事に係る設計委託及び洗切小学校校舎屋上防水工事に係る工事費等を計上。また、長

与中学校法面擁壁安全対策に係る工事費と小中学校の修繕料も併せて計上をいたしてお

ります。４ページの第２表地方債補正では、発行可能額が確定いたしました臨時財政対

策債の限度額変更及び小学校施設整備事業充当起債の限度額追加をお願いいたしており

ます。以上が補正予算の主な内容でございます。議案のあとに補正予算に関する説明書

を添付しておりますので、御参照いただきたいと思っております。 

続きまして、議案第６４号令和元年度長与町駐車場事業特別会計補正予算（第１号）

につきまして、予算書の１ページをお開きください。今回の補正は歳入歳出それぞれ１

９４万円を追加いたしまして、補正後の予算の総額を歳入歳出それぞれ９６９万３,０

００円とするものでございます。それでは歳入につきまして御説明をいたします。予算

書の２ページをお開きください。２款繰越金１項繰越金は、平成３０年度の駐車場事業

特別会計決算における剰余金１９４万円を計上いたしております。 

次に歳出につきまして御説明をいたします。３ページをお開きください。１款総務費

２項繰出金でございますが、一般会計繰出金１９４万円を計上いたしております。 

以上が補正予算の主な内容でございます。なお議案の後に補正予算に関する説明書を

添付しておりますので御参照願います。 

続きまして、議案第６５号令和元年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）につきまして、予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、歳入歳出それ

ぞれ１,７７０万４,０００円を追加し、補正後の予算の総額を４０億８,３７９万９,０

００円とするものでございます。それでは歳入につきまして説明をいたします。予算書

の２ページをお開きください。３款１項県補助金は、保険事業費の拡大に対する県補助

見込み額の増加で８６万１,０００円を計上いたしております。６款１項繰越金は、平

成３０年度決算に伴う繰越額が確定しましたので、１,６８４万３,０００円を増額計上

いたしております。 

次に歳出につきまして御説明いたします。３ページをお開きください。４款１項保健

事業費は、重症化予防事業及び歯の健康指導に係る事業費として８６万３,０００円を

増額計上いたしております。７款１項償還金及び還付加算金は、返還額の確定により２

９万６,０００円を減額計上いたしております。８款１項予備費は収支の調整といたし

まして、１,７１３万７,０００円を増額計上いたしております。 

以上が補正予算の内容でございます。なお、議案のあとに補正予算に関する説明書を

添付しておりますので、御参照願います。 

議案第６６号令和元年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）でござい

ます。予算書の１ページをお開きください。今回の補正は歳入歳出それぞれ２３９万２,

０００円を追加し、補正後の予算の総額を５億１,８１７万８,０００円とするものでご

ざいます。それでは歳入につきまして御説明申し上げます。予算書２ページをお開きく

ださい。４款１項繰越金は、平成３０年度決算に伴う繰越額が確定しましたので２３９



万２,０００円を増額計上いたしております。次に歳出につきまして説明いたします。

３ページをお開きください。２款１項後期高齢者医療広域連合納付金は、平成３０年度

から繰り越した保険料の確定に伴う納付金として２３５万６,０００円を増額計上いた

しております。３款２項繰出金は、平成３０年度決算に伴う繰越金から広域連合納付金

を差し引いた額を一般会計に繰り出しするもので３万６,０００円を増額計上いたして

おります。以上が補正予算の主な内容でございます。なお、議案のあとに補正予算に関

する説明書を添付しておりますので、御参照をお願いいたします。 

続きまして、議案第６７号令和元年度長与町介護保険特別会計補正予算（第１号）に

つきまして、予算書の１ページをお開きください。保険事業勘定では、既定の予算総額

に歳入歳出それぞれ１億２,７９１万６,０００円を追加いたしまして、補正後の総額を

３２億２,４１３万円、介護サービス事業勘定では、既定の予算総額に歳入歳出それぞ

れ４１１万９,０００円を追加いたしまして、補正後の総額を３,４０４万９,０００円

とするものでございます。補正の主な内容につきましては、２ページからの第１表、歳

入歳出予算補正により御説明を申し上げます。 

それでは保険事業勘定の歳入につきまして、４款１項支払基金交付金では、平成３０

年度の実績による交付金精算に伴う社会保険診療報酬支払基金からの追加交付分を計上

いたしております。７款繰入金１項一般会計繰入金は、令和元年１０月１日からの消費

税引き上げに伴う低所得者の負担軽減措置分として、低所得者保険料軽減にかかる公費

負担分繰入金として、低所得者保険料軽減繰入金を計上するものです。７款繰入金２項

基金繰入金は、基金繰入の額を減額するものでございます。８款１項繰越金では、今回

の補正予算の財源調整として計上させていただいております。１０款１項一般寄附金は、

町民の方より遺贈の寄附額を計上し、長与町介護給付費等準備基金に全額を積み立てる

予定でございます。続きまして歳出について御説明を申し上げます。３ページをお開き

ください。４款１項基金積立金は、寄附金及び平成３０年度の保険者機能強化推進交付

金相当分を含めた金額を計上いたしております。６款諸支出金１項償還金及び還付加算

金では、平成３０年度の実績による介護給付費地域支援事業に対する国及び県の負担金、

交付金、社会保険診療報酬支払基金からの支払基金交付金の額が確定し、返還金が生じ

ましたのでそれぞれ計上いたしております。７款１項予備費では、歳入の補正額から４

款、６款の歳出の補正額を差し引きました金額を予備費に追加するものでございます。 

次に４ページをお開きください。介護サービス事業勘定の歳入につきまして、２款１

項繰越金では、前年度の決算に伴う繰越額が確定いたしましたので、今回計上させてい

ただいております。続きまして歳出について説明をいたします。５ページをお開きくだ

さい。１款事業費１項指定介護予防支援事業費は、備品購入費として介護支援システム

のパソコン購入費用を計上いたしております。２款１項予備費は、歳入の補正額から歳

出１款の補正額を差し引きました金額を新たに予備費として計上するものでございます。 

以上が補正予算の主な内容でございます。なお、議案のあとに補正予算に関する説明



書を添付しておりますので、ご参照ください。 

続きまして、議案第６８号令和元年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別

会計補正予算（第１号）につきまして、予算書の１ページをお開きください。今回の補

正は、歳入歳出それぞれ１,５１２万４,０００円を追加いたしまして、補正後の総額を

５億２,５４９万６,０００円とするものでございます。それでは歳入について御説明い

たします。予算書の２ページをお開きください。３款１項一般会計繰入金１,２８８万

１,０００円は、前年度予算のうち不用額となりました県委託料の未執行分について今

年度予算として予算措置を行うものでございます。次に４款１項繰越金２２４万３,０

００円は、前年度決算に伴う繰越金を計上いたしております。 

次に歳出について説明いたします。３ページをお開きください。１款１項都市計画費

１,５１２万４,０００円は、歳入で御説明いたしました一般会計繰入金及び繰越金を高

田南土地区画整理事業における県への委託金として支出するものでございます。 

以上が補正予算の主な内容でございます。なお、議案のあとに補正予算に関する説明

書を添付しておりますので、御参照願います。 

以上が議案第６３号から６８号までの主な内容でございます。 

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第２０、議案第６９号平成３０年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定について

から日程第２５、議案第７４号平成３０年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業

特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの６件を一括議題とします。 

ただいま一括議題としています議案について、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

ただいま一括上程をいたしております議案第６９号から議案第７４号までの６議案に

つきましては、私に代わりまして会計管理者より説明をさせていただきます。 

よろしくお願いします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

山口会計管理者。 

○会計管理者（山口利弘君） 

皆様おはようございます。それでは、ただいま一括上程していただきました議案第６

９号から第７４号までの６議案につきまして、町長に代わり提案理由の御説明を申し上

げます。各議案とも地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の決算審査意

見書を付けまして、議会の認定に付するものでございます。 

初めに議案第６９号平成３０年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定について御説明

申し上げます。決算書の１、２ページをお開きください。歳入でございますが、１款町

税は、調定額４７億４,４９６万１,３７０円に対し、収入済額４６億３,８９６万１,９



０４円、不納欠損額２４２万６,３３５円、収入未済額は１億３５７万３,１３１円でご

ざいます。なお、収入済額は前年度とほぼ同額となっております。２款から１０款まで

は調定額と収入済額が同額となっております。２款地方譲与税は１億２８７万４,００

０円。３款利子割交付金は９９９万７,０００円。４款配当割交付金は１,３６５万５,

０００円。５款株式等譲渡所得割交付金は１,３９２万４,０００円。６款地方消費税交

付金は６億７,３４３万２,０００円。７款自動車取得税交付金は２,０９６万８,０００

円となっております。次ページをお開きください。８款地方特例交付金は３,４２８万

円。９款地方交付税は２０億４,２４０万２,０００円。１０款交通安全対策特別交付金

は４６２万２,０００円となっております。１１款分担金及び負担金は、調定額３億３

７５万７,２００円に対し、収入済額２億９,７０２万６,６５７円、収入未済額は６７

３万５４３円で、主な未済額は民生費負担金の保育料でございます。１２款使用料及び

手数料は、調定額２億５８７万１,２３１円に対し、収入済額１億９,５１９万３,１４

９円、不納欠損額２万１,３１０円、収入未済額は１,０６５万６,７７２円で、主な未

済額は町営住宅使用料でございます。１３款国庫支出金は、調定額１７億６,０８１万

３,８９２円に対し、収入済額１６億２,７１０万６,８９２円、収入未済額は１億３,３

７０万７,０００円で、主な未済額は、西高田線街路事業及び小学校空調設備設置事業

の繰越明許費に係る財源分でございます。１４款県支出金は、調定額９億８,９０２万

１,０９６円に対し、収入済額９億４,０６４万６,０９６円、収入未済額は４,８３７万

５,０００円で、主な未済額は、河川費の災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の繰越明

許費に係る財源分でございます。次ページをお開きください。１５款から１８款までは、

調定額と収入済額が同額となっております。１５款財産収入は４,８８８万７,１４９円

で、主な収入済額は不動産売払収入でございます。１６款寄附金は２億２６１万７,９

９２円で、主な収入済額のふるさと長与応援寄附金は、前年度比で約２.１倍となって

おります。１７款繰入金は５億２,２７１万２,５０８円で、前年度比２８.４％の増と

なっておりますが、財政調整基金繰入金が主な歳入でございます。１８款繰越金は４億

２,３６９万２,９７１円でございます。１９款諸収入は、調定額１億５,９９３万６４

円に対し、収入済額１億５,７５５万２,００４円、収入未済額は２３７万８,０６０円

でございます。この未済額は、貸付金元利収入の災害援護資金貸付金元利回収金による

ものでございます。２０款町債は、調定額と収入済額が同額の９億７,５２２万７,００

０円で、前年度比８％の減となっております。以上歳入合計は、調定額１３２億５,３

６４万６,４７３円に対し、収入済額１２９億４,５７７万８,３２２円となり、不納欠

損額は２４４万７,６４５円で、収入未済額は３億５４２万５０６円でございます。な

お、収入済額は前年度比で１％の減となっております。７、８ページをお開きください。 

次に歳出でございますが、款ごとの支出済額につきまして、前年度に対する増減の主

な要因等を御説明いたします。１款議会費１億３,４９２万７,０８８円は前年度とほぼ

同額でございます。２款総務費１３億８９９万１,１７７円は、前年度比６.６％の増と



なっておりますが、これは役場庁舎内の工事請負費とふるさと納税の返礼品の増額が主

な要因でございます。３款民生費４７億６,４２０万９,０８８円は前年度比５.５％の

減となっておりますが、これは児童福祉費の保育所等整備交付金が不用となったことが

主な要因でございます。なお、翌年度繰越額２４１万９,０００円は、プレミアム付商

品券事業に関わるものでございます。４款衛生費９億９,９８９万５,１７７円は、前年

度比７.１％の増となっておりますが、これはごみ処理費の長与・時津環境施設組合運

営費負担金の増額が主な要因でございます。５款労働費３,１６９万４,２１６円は、前

年度比３.５％の減となっておりますが、これは婦人の家管理費の人件費の減額が主な

要因でございます。６款農林水産業費１億９,３３６万８,５５４円は前年度とほぼ同額

となっております。なお、翌年度繰越額２１０万円は、農業費の農村地域防災減災事業

に関わるものでございます。次ページをお開きください。７款商工費５,９２１万１,４

４１円は、前年度比５.４％の減となっておりますが、これは観光費の長与川まつり補

助金の減額が主な要因でございます。８款土木費１５億４,７９７万８４４円は、前年

度比１５.１％の減となっておりますが、これは街路事業費の工事請負費の減額が主な

要因でございます。なお、翌年度繰越額３億１,８４７万４,０００円は、西高田線街路

事業他４事業に係るものでございます。９款消防費３億４,５４７万４,６１９円は前年

度比９.７％の減となっておりますが、これは消防施設費の工事請負費の減額が主な要

因でございます。１０款教育費１１億８,８０７万７,７１５円は、前年度比６.５％の

増となっておりますが、これは小中学校費の工事請負費の増額が主な要因でございます。

なお、翌年度繰越額５億６,８７６万７,０００円は、小中学校空調設備設置事業に関わ

るものでございます。次ページをお開きください。１１款災害復旧費５４０万５,５１

０円は、前年度比で約４６０万円の増となっておりますが、これは道路等災害復旧費の

工事請負費の増額が主な要因でございます。なお、翌年度繰越額１,６００万円は、災

害復旧単独事業に係るものでございます。１２款公債費１３億９,４２７万３,９５７円

は、前年度比１.６％の増となっておりますが、これは元金償還金の増額によるもので

ございます。１３款諸支出金２４８万６,１５６円は、前年度比２０.１％の減となって

おりますが、これは土地開発基金積立金の減額によるものでございます。以上、歳出合

計は予算現額１３３億５,７３７万６,０００円に対し、支出済額１１９億７,５９８万

５,５４２円となり、翌年度繰越額は９億７７６万円で、不用額は４億７,３６３万４５

８円でございます。なお、支出済額は前年度比で２.８％の減となっております。 

１８４ページをお開きください。実質収支に関する調書でございますが、歳入総額１

２９億４,５７７万８,０００円。歳出総額１１９億７,５９８万６,０００円。歳入歳出

差引額９億６,９７９万２,０００円で、翌年度へ繰り越すべき財源の繰越明許費繰越額

は２億３７７万８,０００円で、実質収支額は７億６,６０１万４,０００円でございま

す。このうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額は４億円といたしてお

ります。１８５ページ以降には財産に関する調書を掲載しておりますので、御参照を賜



りたいと存じます。 

次に、議案第７０号平成３０年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて御説明申し上げます。決算書の１、２ページをお開きください。歳入でございます

が、主な収入済額は１款使用料及び手数料７９５万３,０００円。２款繰越金１９９万

６,０９９円で、歳入合計は、調定額９９９万４,１６７円に対し、収入済額９９４万９,

１２７円となり、収入未済額は４万５,０４０円でございます。なお、収入済額は前年

度とほぼ同額となっております。 

３、４ページをお開きください。歳出でございますが、１款総務費のみの支出でござ

います。歳出合計は予算現額９９９万６,０００円に対し、支出済額８００万７,９８１

円となり、不用額は１８９万８,０１９円でございます。なお、支出済額は、前年度比

１.３％の増となっております。１０ページをお開きください。実質収支に関する調書

でございますが、実質収支額は１９４万１,０００円となっております。 

次に、議案第７１号平成３０年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて御説明申し上げます。決算書の１、２ページをお開きください。歳入でございま

すが、１款国民健康保険税は、調定額１０億７,２２４万１,４１６円に対し、収入済額

８億８,６０４万７,３７７円、不納欠損額１,００２万１,１３６円、収入未済額は１億

７,６１７万２,９０３円でございます。２款以降の主な収入済額でございますが、３款

県支出金２９億５,２４６万５,９２３円、５款繰入金２億３,４５２万９,６１２円でご

ざいます。歳入合計は、調定額４３億７５８万７,６６８円に対し、収入済額４１億２,

１１４万６,９６６円となり、不納欠損額は１,００２万１,１３６円で、収入未済額は

１億７,６４１万９,５６６円でございます。なお、収入済額は前年度比で約６億円の減

額となっておりますが、これは運営主体が県に移ったことによるものでございます。 

３、４ページをお開きください。歳出でございますが、主な支出済額は２款保険給付

費２８億２,１５７万８９２円、３款国民健康保険事業費納付金９億６,１１２万８,８

８１円でございます。次ページをお開きください。歳出合計は予算現額４１億８５９万

８,０００円に対し、支出済額３９億８,４３０万１,９７６円となり、不用額は１億２,

４２９万６,０２４円でございます。なお、支出済額は前年度比で約６億７,５００万円

の減額となっておりますが、これは運営主体が県に移ったことによるものでございます。 

３０ページをお開きください。実質収支に関する調書でございますが、実質収支額は

１億３,６８４万４,０００円でございます。このうち地方自治法第２３３条の２の規定

による基金繰入額は１億２,０００万円といたしております。 

３１ページをお開きください。財産に関する調書の基金でございますが、今年度は９,

４６０万４,０００円を積み立てております。 

続きまして、議案第７２号平成３０年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について御説明申し上げます。決算書の１、２ページをお開きください。 

歳入でございますが、１款後期高齢者医療保険料は、調定額３億９,６７０万８,００



０円に対し、収入済額３億９,６１６万５,８００円、不納欠損額２,８００円、収入未

済額は５３万９,４００円でございます。その他の主な収入済額でございますが、３款

繰入金９,５２１万１８８円でございます。歳入合計は、調定額４億９,３６６万９,３

７６円に対し、収入済額４億９,３１２万７,１７６円となり、不納欠損額は２,８００

円で、収入未済額は５３万９,４００円でございます。なお、収入済額は前年度比５.

６％の増となっておりますが、これは保険料の増額が主な要因でございます。 

３、４ページをお開きください。歳出でございますが、主な支出済額は、２款後期高

齢者医療広域連合納付金４億８,６９１万９,７４５円でございます。歳出合計は予算現

額４億９,８０６万７,０００円に対し、支出済額４億９,０７３万３,９１７円となり、

不用額は７３３万３,０８３円でございます。なお、支出済額は前年度比５.５％の増と

なっておりますが、これは広域連合への納付金の増額が主な要因でございます。 

１４ページをお開きください。実質収支に関する調書でございますが、実質収支額は

２３９万３,０００円でございます。 

次に、議案第７３号平成３０年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て御説明申し上げます。 

決算書の１、２ページをお開きください。保険事業勘定の歳入でございますが、１款

保険料は調定額７億１,７７７万９８７円に対し、収入済額７億８１８万１５９円、不

納欠損額９５万３,５００円、収入未済額は８６３万７,３２８円でございます。その他

の主な収入済額でございますが、３款国庫支出金５億８,６４１万９,１１３円、４款支

払基金交付金６億８,２４６万９,３６２円、５款県支出金３億５,５８０万６,０９５円、

７款繰入金３億７,０５０万３,８８２円、８款繰越金３億１,０４０万７,２２５円でご

ざいます。次ページをお開きください。歳入合計は調定額３０億２,６４２万４,５６７

円に対し、収入済額３０億１,５８２万３,０３９円となり、不納欠損額は９５万３,５

００円で、収入未済額は９６４万８,０２８円でございます。なお、収入済額は前年度

比４.８％の増となっておりますが、これは繰越金の増額が主な要因でございます。 

５、６ページをお開きください。歳出でございますが、主な支出済額は２款保険給付

費２３億７,４３９万３６２円、３款地域支援事業費１億６,７０２万５,３２０円でご

ざいます。次ページをお開きください。歳出合計は予算現額３１億８,６７４万２,００

０円に対し、支出済額２６億７３２万５,５０３円となり、不用額は５億７,９４１万６,

４９７円でございます。なお、支出済額は前年度比１.５％の増となっておりますが、

これは介護サービス等諸費の増額が主な要因でございます。 

９、１０ページをお開きください。介護サービス事業勘定の歳入でございますが、主

な収入済額は１款サービス収入２,５７０万４,４５５円でございます。歳入合計は、調

定額と収入済額が同額の３,０３３万８,３９３円でございます。なお、収入済額は繰越

金の減額により約８００万円の減となっております。 

１１、１２ページをお開きください。歳出でございますが、支出済額は１款事業費２,



６２１万７,７１１円でございます。歳出合計は予算現額３,１４６万６,０００円に対

し、支出済額２,６２１万７,７１１円となり、不用額は５２４万８,２８９円でござい

ます。なお、支出済額が前年度比で約７５０万円の減額となっておりますが、これは繰

出金が不要となったことによるものでございます。 

４８ページをお開きください。実質収支に関する調書でございますが、実質収支額は、

保険勘定では４億８４９万７,０００円で、このうち地方自治法第２３３条の２の規定

による基金繰入額は２億５,７００万円といたしております。介護サービス事業勘定の

実質収支額は４１２万円でございます。４９ページをお開きください。財産に関する調

書の基金でございますが、今年度は４,０００円を積み立てております。 

最後に、議案第７４号平成３０年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会

計歳入歳出決算の認定について御説明申し上げます。決算書の１、２ページをお開きく

ださい。歳入でございますが、主な歳入といたしましては、１款国庫支出金、調定額１

億６,９３７万１,０００円に対し、収入済額１億５,９６８万３,０００円、収入未済額

は９６８万８,０００円でございます。２款県支出金は、調定額３,２３０万１,０００

円に対し、収入済額３,０１１万７,０００円、収入未済額は２１８万４,０００円でご

ざいます。３款繰入金は、調定額８億３,０６０万５,９０４円に対し、収入済額７億１,

１１２万５,９０４円、収入未済額は１億１,９４８万円でございます。歳入合計は、調

定額１０億４,００６万２,８８７円に対し、収入済額９億８７１万８８７円となり、収

入未済額は１億３,１３５万２,０００円でございます。なお、収入済額は、国庫支出金

などの減額により、前年度比で約６,１５０万円の減となっております。 

３、４ページをお開きください。歳出でございますが、支出済額は１款土木費８億３,

１０２万１１０円、２款公債費７,３４４万７,７０４円でございます。なお、翌年度繰

越額１億３,１３５万２,０００円は高田南土地区画整理事業に関わるものでございます。

歳出合計は、予算現額１０億５,２９４万６,０００円に対し、支出済額９億４４６万７,

８１４円となり、翌年度繰越額は１億３,１３５万２,０００円で、不用額は１,７１２

万６,１８６円でございます。なお、支出済額は前年度比で約５,９５０万円の減となっ

ておりますが、これは都市計画費の高田南土地区画整理事業の減額が主な要因でござい

ます。１４ページをお開きください。実質収支に関する調書でございますが、実質収支

額は４２４万３,０００円でございます。 

大変長くなりましたが、以上が議案第６９号から第７４号までの各会計の歳入歳出決

算の説明でございます。詳細につきましては、歳入歳出決算事項別明細書及び主要な施

策の成果に関する報告書を添付いたしておりますので、御参照賜りたいと存じます。 

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

場内の時計で１０時５５分まで休憩いたします。 

 （休憩 １０時４２分～１０時５５分） 



○議長（山口憲一郎議員） 

休憩前に引き続き会議を再開します。次に代表監査委員に決算審査の報告を求めます。 

中川代表監査委員。 

○監査委員（中川勝秀君） 

皆さんおはようございます。大変お疲れさまです。監査委員の中川です。よろしくお

願いします。議長から許可をいただきましたので、地方自治法第２３３条第２項及び第

２４１条第５項の規定により、平成３０年度長与町一般会計及び特別会計の歳入歳出決

算並びに基金について、審査した結果を報告いたします。 

審査意見書の１ページをお開きください。審査の対象として、平成３０年度の長与町

一般会計、駐車場事業特別会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介

護保険特別会計、長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計の歳入歳出決算と

基金の運用状況について、実施いたしました。審査の期間は、令和元年７月１０日から

８月２日まで行いました。審査の方法は、町長から提出された各会計の歳入歳出決算書、

歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び各基金の運

用状況を示す書類について、会計管理者、各部長、各理事、各課長、関係職員の出席を

求め説明を聴取し、関係法令に準拠し調製されているか、財政運営は健全か、財産の管

理運営は適正であるか、さらに予算が適正かつ効率的に執行されているかなどに主眼を

置き、関係帳簿及び証拠書類との照合など、通常実施すべき書類審査方法のほか、現地

調査、備品調査も実施し、慎重に審査を行いました。提出された資料の計数審査の結果、

一般会計及び特別会計決算は、関係法令に準拠し作成され、決算計数は、関係諸帳簿と

証拠書類を照合した結果、誤りの無いものと認めました。各基金の運用状況を示す書類

の計数についても、関係諸帳簿と証拠書類は符号しており、誤りの無いものと認めまし

た。各会計と基金、町債の詳細につきましては、２ページから２２ページに記載してい

ますので、御参照ください。 

３５ページをお開きください。意見書のむすび欄はポイントだけを説明させていただ

きます。一般会計及び特別会計は２、３ページのとおり、いずれの会計も形式収支は黒

字決算となっています。歳入額を自主財源と依存財源に仕分けると６ページのとおりで、

自主財源が約６４億８,７００万円、構成比では５０．１%で前年度比約２億４,５００

万円増加している。これは寄附金、繰入金の増加によるものである。一方、歳出額を義

務的経費、投資的経費、その他に仕分けると８ページのとおりで、義務的経費が約５９

億６,３００万円、構成比４９．８%で前年度比約６,０００万円の増となった。これは、

扶助費は前年度比約１,０００万円の減となったが、公債費、人件費の増が主な要因で

あります。また、財政指数の推移は５ページのとおりで、将来負担比率が前年度比６．

７ポイント下がり好転をいたしました。これは数字が少ないのが良いですので。この比

率は自治体の借金残高を見る指標でもあるが、早期健全化基準、よくイエローカードと

言われますが、３５０%なので特段問題は無い。しかし、今後見込まれる各施設の老朽



化対策等については将来負担比率とのバランスを考え注意深く実施していく必要がある。

経常収支比率は前年度比０．２ポイント上がり９３．４%と僅かに悪化した。これは数

値が高いほど財政に余裕がないことを意味するもので、財政の弾力性を判断するこの比

率は要注意の数字であります。次に町税の収入未済額の状況は９ページのとおりで、今

年度は現年過年度合計で約１億４００万円あり、前年度比約２,２００万円減少をして

おります。２６年度の約１億９,４００万円と比較すると約９,０００万円の減で、ここ

４～５年の収納努力の成果と評価をいたします。 

次に国民健康保険特別会計は平成３０年度から都道府県が財政運営の主体となりまし

た。収支状況は１４ページのとおりで、形式収支で約１億３,７００万円の黒字となっ

た。２７年度は１億７００万円の赤字を計上したが、２８年度から黒字決算で収支は好

転しております。一人当たりの医療費は２８年度３６万５,７７２円で前年度比３万４,

０００円の減となったが、２９年度から増加し３０年度は４０万５,６０２円と、大幅

に１人当たりの医療費が上がったかなと思われます。今後も疾病予防対策等を実施し、

また特定健診の受診率アップ等を図る必要があります。保険税の収入未済額は現年過年

度合計で約１億７,６００万円で、前年度比約２,３００万円の減となった。しかし、ま

だ１億８,０００万円近い収入未済額があり、今後も更なる収納努力が必要である。 

次に基金、町債の状況は２１ページ、２２ページのとおりで、今年度末の基金残高は

前年度比約２,９００万円減の約４８億４,７００万円となっています。また、町債、こ

れは借金ですけれど、国が後年度に交付税措置する臨時財政対策債を除く、実質的な町

債残高は約７３億３,１００万円で前年度比約４億８,５００万円減少した。家庭で言え

ば貯金が僅かに減り、借金が５億円ほど減少したという状況となっております。これも

２６年度の８５億２,０００万円と比較すると約１２億円の借金減で、徹底した全庁的

な経費の節減努力が伺われます。 

次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく判断の４指標については、

早期健全化基準値は大きくクリアしており問題は無いと考える。なお、県内２１市町村

の２９年度健全化指標の平均、これは３０年度がまだ出ておりませんので、２９年度の

平均は実質公債比率が６．４%、将来負担比率が１９．１%となっており、長与町の比率

はどちらも県内では中位ぐらいに位置するという状況であります。 

今回の決算審査において事務処理は概ね良好であった。３０年度は全体収入未済額が

約３億１,０００万円で、前年度比約５,０００万円減で着実に収入未済額が減少してい

る。ちなみに２５年度全体収入未済額は５億１,０００万円あったが、５年間で約２億

円の収入未済額減少を達成した。徴収率も多くの科目で過去最高の徴収率を記録し、職

員の地道な収納努力に敬意を表します。 

最後に、今年度も概ね健全な財政運営で、堅実な決算が維持されている。しかしなが

ら、税収の伸び悩み、公共施設の老朽化による維持管理費、更新投資の増大、高齢化に

よる扶助費の増、また、長与町も人口減少がわずかながら今出ております。そういう厳



しい状況が続くと考えられます。今後もあらゆる事業、施策の見直しを常に行いながら、

事業の選別化に努め、健全財政を堅持し、町の発展と町民サービス、福祉の向上に最善

の努力をされるよう期待して、一般会計及び特別会計の決算審査の報告を終わります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第第２６、議案第７５号平成３０年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定

について。日程第２７、議案第７６号平成３０年度長与町下水道事業剰余金の処分及び

決算認定についてを一括議題とします。 

ただいま一括議題としています議案について、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは議案第７５号及び第７６号につきまして提案理由を申し上げます。 

はじめに、議案第７５号平成３０年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定につ

きまして、決算書の１、２ページをお開きください。収益的収入及び支出の収入におき

ましては、予算額７億９,８５３万２,０００円に対し、決算額は８億２７８万９,５２

５円となり、４２５万７,５２５円の増収となっております。これは営業収益のうち、

給水収益の増が主なものでございます。支出におきましては、予算額７億３,７７０万

３,０００円に対し、決算額は６億９,６９０万５,１９８円となり、不用額は４,０７９

万７,８０２円となっております。これは人件費等の減額が主なものでございます。 

３、４ページをお開きください。資本的収入及び支出の収入におきましては、予算額

２億４,５８６万円に対し決算額は２億３,７１２万３,０００円となり、８７３万７,０

００円の減額となっております。これは負担金の減によるものでございます。支出にお

きましては、予算額５億９,４７７万９,０００円に対し、決算額は５億８,１２８万５,

４８４円となり、不用額が１,３４９万３,５１６円となっております。これは建設改良

費の減額が主なものでございます。なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額３

億４,４１６万２,４８４円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３,４５

１万１,３６０円、当年度分損益勘定留保資金１億５,７００万７,５９２円、減債積立

金８,５５０万７,２０７円、建設改良積立金６,７１３万６,３２５円で補填をいたして

おります。棚卸資産購入限度額の執行額は４１７万１,０２７円でございます。 

５ページをお開きください。ここに計上しております損益計算書は、税抜き計算とな

っております。営業収支におきましては、１,６５５万１０１円の営業利益となり、営

業外収支におきましても、６,８５０万６,５６１円の利益となりました。その結果、経

常収支におきましては８,５０５万６,６６２円の経常利益となっております。また、特

別収支におきましては、１,３６７万６,２２９円の損失となりました。以上の結果、当

年度純利益は７,１３８万４３３円となり、当年度未処分利益剰余金は２億２,４０２万

３,９６５円でございます。 

６ページをお開きください。キャッシュフロー計算書におきまして、当年度資金減少



額は１億１,７３７万５,０９９円となり、当年度資金期末残高は３億９９２万２０１円

でございます。 

７ページをお開きください。剰余金処分計算書（案）につきましては、未処分利益剰

余金のうち１,０００万円を減債積立金、６,１３８万４３３円を建設改良積立金へ積み

立て、１億５,２６４万３,５３２円を資本金へ組み入れ、合わせて２億２,４０２万３,

９６５円を処分する予定としており、この剰余金の処分に関しまして、議会の議決を求

めるものでございます。 

続きまして、議案第７６号平成３０年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認定

につきまして、決算書の１、２ページをお開きください。収益的収入及び支出の収入に

おきましては、予算額１０億２,９０６万３,０００円に対し決算額は１０億２,８６２

万８,８２８円となり、４３万４,１７２円の減収となっております。これは営業収益の

うち下水道使用料の減が主なものでございます。支出におきましては、予算額９億９,

９６３万８,０００円に対し決算額は９億２,０４４万４,６０７円となり、不用額が７,

９１９万３,３９３円となっております。これは営業費用の減が主なものでございます。 

３、４ページをお開きください。資本的収入及び支出の収入におきましては、予算額

３億７,７５４万４,０００円に対し、決算額は１億３,３５９万７,０３３円となり、２

億４,３９４万６,９６７円の減収となっております。これは、企業債、国庫補助金の受

け入れを予定しておりました事業の一部が次年度に繰り越しとなったためでございます。

支出におきましては、予算額６億４,３７９万８,０００円に対し、決算額は２億９,１

５３万５,２４２円となり、翌年度繰越額は３億３,１８４万３,０００円、不用額が２,

０４１万９,７５８円となっております。これは建設改良費の減が主なものでございま

す。なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額２億３,９０６万７,２０９円は、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１６９万８,８３３円、過年度分損益

勘定留保資金２,９７６万９,９１２円、減債積立金２億７５９万８,４６０円で補填を

いたしております。 

５ページをお開きください。ここに計上いたしております損益計算書は、税抜き計算

となっております。営業収支におきましては、１億７,８４２万７,７２０円の営業損失

となり、営業外収支におきましては２億９,２１３万４,６２７円の利益となりました。

その結果、経常収支におきましては１億１,３７０万６,９０７円の経常利益となってお

ります。また、特別収支におきましては７０４万２,６８６円の損失となりました。以

上の結果、当年度純利益は１億６６６万４,２２１円となり、当年度未処分利益剰余金

は、３億１,４２６万２,６８５円でございます。 

６ページをお開きください。キャッシュフロー計算書におきまして、当年度資金増加

額は１,１９７万３,９４９円となり、当年度資金期末残高は１７億２,６８４万６,７３

３円でございます。 

７ページをお開きください。剰余金処分計算書（案）につきましては、未処分利益剰



余金のうち、１億６６６万４,２２１円を減債積立金へ積み立て、２億７５９万８,４６

４円を資本金へ組み入れ、合わせて３億１,４２６万２,６８５円を処分する予定として

おり、この剰余金の処分に関しまして、議会の議決を求めるものでございます。 

以上が議案第７５号及び第７６号の提案理由でございます。 

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

次に、代表監査委員に決算審査の報告を求めます。 

中川代表監査委員。 

○監査委員（中川勝秀君） 

皆様お疲れさまです。再度よろしくお願いします。それでは、議長の許可をいただき

ましたので、地方公営企業法第３０条第２項の規定により、平成３０年度長与町水道事

業会計、下水道事業会計の決算について審査した結果を御報告いたします。お手元の意

見書２３ページからを御参照ください。審査の期間は、令和元年７月４日と８日に実施

しました。審査の方法は、町長から提出された決算報告書及び財務諸表、決算附属書類

など政令で定められた書類について、水道局長、各課長、関係職員及び会計管理者の出

席を求め、説明を聴取し、決算計数の確認及び分析を行い、経営成績、財政状態の把握、

経済性の発揮、公共性の確保を主眼として、審査を行いました。 

審査の結果として、各会計の決算報告書、財務諸表及びその他の書類は、地方公営企

業法及び関係法令に準拠して作成され、その計数は正確で平成３０年度における経営成

績及び当該年度末の財政状況は適切に表示されていた。また、当年度における各事業の

予算執行の結果は、適正に執行されていると認めた。 

水道事業会計の詳細につきましては、２３ページから２４ページは業務状況、経営成

績。２５ページから２６ページは損益計算書、資産、負債、資本。２７ページから２８

ページは財務比率、企業債、水道料金の未収金状況を記載しておりますので、御参照く

ださい。では、決算の概要について御説明いたします。給水人口は３７,９７７人で前

年度比３６３人減、給水戸数は１５,８０７戸で前年度比１１戸減少をしております。

今まで給水人口は減っていたんですけど、給水戸数の減少は私が監査委員をしてから初

めてです。長与町も人口が減っているのは分かりますが、こういう水道のところにも人

口減少の状況が現れているのかなと思われます。また、年間配水量は前年度比約３万立

方メートル増の３７６万立方メートル、有収水量は約２万立方メートル減の３３６万立

方メートルとなっている。次に経営成績については、有収率は８９．３％で前年度比１．

２ポイント下がり少し悪化したが、長年にわたり８９％から９２％前後の高い数値を維

持し、効率配水が図られております。しかし、水道管の老朽化も進んでいるときで今後

も継続的な漏水調査の実施を期待いたします。供給単価は１９０円１１銭、給水原価は

１７３円２７銭であり、差引収益は１６円８４銭となり前年度より少し悪化をしました。

給水原価の前年度比１４円２８銭の上昇が要因であります。次に財政分析については２



７ページ、財務比率の表で流動比率と営業収支比率を除く３つの比率は、ほぼ安定した

安全な比率を数年維持している。流動比率の１３７ポイント好転は流動企業債、未払金

の減によるものであり、営業収支比率の７．７ポイント悪化は営業費用の増加が主な要

因である。各指数は概ね全国平均と比べて良好な数値となっております。 

次に決算の事業収支は、収入が約７億４,２００万円、支出が約６億７,１００万円で

純利益は約７,１００万円となり、前年度に比べて約５,０００万円の減益となりました。

今後は３０年度の利益落ち込みの要因を分析する必要があります。次に３０年度末の企

業債残高は８億６,０００万円と前年度比約１億４,０００万円増加した。これは老朽化

した施設の更新で３０年度は新たに２億２,５００万円の企業債を発行したためである。

ただ、利率４．８５％の企業債償還が３０年度で終わり、今後は全てが０．６％から２．

１％の低利率となるため、支払利息は減少すると思われる。 

水道事業は町民の日常生活に欠かすことができない事業で、安定供給と水質保全には

万全を期す必要がある。当然、中長期にわたる計画の下、水源確保、老朽管更新、浄水

場設備改良など投資が常に必要であり、そのためにも収益の確保が求められる。給水人

口、給水戸数は前年度比で共に減少し、現状では給水量の自然増はほとんど期待できな

い。加えて節水型の洗濯機、水洗トイレの普及やペットボトル飲料水の利用増で、給水

収益の増収は厳しくなるものと推察される。今後とも公共性、経済性等を充分に考慮し、

経営基盤の安定を図り、尚一層の効率的な経営を促進し、清浄かつ豊富な水を安定的に

供給されることを望む。 

次に、下水道事業会計であります。２９ページから３０ページは業務状況、経営成績。

３１ページから３２ページは損益計算書、資産、負債、資本。３３ページから３４ペー

ジは財務比率、企業債、下水道料金の未収状況を記載しておりますので、御参照くださ

い。では、決算の概要ついて御説明いたします。水洗化人口３９,２０５人、水洗化戸

数１５,８１２戸、普及率９９．９％、水洗化率９８．９％となっている。なお整備済

区域の未水洗化は１７２戸あります。なかなか、水洗化ができるように整備してはある

んですけど水洗化が進まない戸数が１７２戸あるということです。 

下水道事業の経営状況については、経営分析及び財務分析は次のとおりであります。

経営分析については、有収率は年間有収水量を年間汚水処理水量で除した値で、高いほ

ど望ましく今年度は９３．９％で前年度より３．８ポイント上回っている。好転をした。

１立方メートルの使用料単価は、年間下水使用料を年間有収水量で除した値で１７６円

４６銭。１立方メートルの汚水処理原価は年間汚水処理費を年間有収水量で除した値１

８２円８７銭で、差し引き６円４１銭の原価割れとなっておる。前年度比では３円３６

銭悪化しております。今後も汚水処理費削減に向けての経営努力が必要である。次に財

務分析については、３３ページの財務比率の表で流動比率を除く４つの比率とも、ほぼ

安定した安全な比率をここ数年維持している。流動比率の約１７５ポイント好転は、流

動資産の現金預金増と流動負債の企業債減が主な要因である。なお、各指数は全国平均



と比べ、概ね良好な数値となっている。 

次に決算の事業収支は、収入が約９億７,９００万円、支出が約８億７,２００万円で、

純利益は約１億７００万円で前年度比約２,８００万円の減収となった。企業債は、年

度末残高約２５億９,７００万円で前年度比約１億２,３００万円減少している。ちなみ

に２６年度の企業債残高は約３１億３,６００万円ありましたので、４年間で約５億３,

９００万円減少している。なお、今後５、６年で４％から５％台の金利の高い企業債償

還が終わり、１．２％から２．８％台の低金利企業債に徐々に移行していくので、支払

利息は減少して行くと思われる。 

下水道事業は重要な都市施設である。当町は全国的にも高い水準の水洗化普及率であ

るが、施設、管の老朽化も進み今まで以上の投資が見込まれる。今後の事業運営にあた

っては中長期的展望の下、計画的かつ効率的な建設、改良投資を進められることを望む。 

以上で水道事業、下水道事業の決算審査の報告を終わります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

以上で本日の日程は全部終了しました。 

明日も定刻より本会議を開きます。本日はこれで散会します。 

（散会 １１時３６分） 


